
名張市地域公共交通会議 事業推進部会設置要領

（趣旨）

第１条 この要領は、名張市地域公共交通会議規約（以下、「交通会議規約」と言う。） 第１１条の規定

に基づき設置される名張市地域公共交通会議事業推進部会（以下「事業推進部会」という。）の運営に関

し必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 事業推進部会は、名張市地域公共交通会議（以下「交通会議」と言う。）から付託された事業の

実施及び調査審議事項を協議し、その結果を交通会議へ報告することを目的とする。

（事業推進部会の構成員）

第３条 事業推進部会の構成員は、会長が指名する者及び名張市地域公共交通会議が必要と認める者と

する。

（部会長）

第４条 会長の指名により事業推進部会に部会長をおき、部会長は部会を代表し、会務を総括する。

２ 部会長に事故があるときは、委員のうち、あらかじめ部会長が指定した者がその職務を代理する。

（会議）

第５条 事業推進部会は、部会長がこれを招集し、その議長となる。

２ 事業推進部会は委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

３ 事業推進部会の議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長

の決するところによる。

（協議結果及び取組み成果の取扱い）

第６条 事業推進部会において協議が調った事項及び取組み成果については、交通会議に報告すること

とする。

（庶務）

第７条 事業推進部会の庶務は都市整備部都市計画室において処理する。

（委任）

第８条 この要領に定めるもののほか、議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定

める。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、平成２８年７月８日から施行する。

【参考】取組み内容の概要（案）

名張市地域公共交通網形成計画の策定にあわせ、交通まちづくりや、多様な主体の連携・協働

のもと、地域公共交通を確保維持し、活性化を図っていくことの重要性を啓発。

再編実施計画の策定に向け、各路線単位や地域単位で、意見・提案を整理し、住民・利用者ニ

ーズの把握を行い、個別具体路線のルート、サービス水準等の検討資料の作成。


